
[高知県］

Ⅲ．信用金庫　（２７年３月末時点）

昭和4年3月 産業組合法による信用組合として「有限責任中村信用組合」設立

昭和11年１月  「保証責任中村町信用組合」に改組 

昭和19年3月 市街地信用組合法により「中村信用組合」に改組

昭和25年4月 中小企業等協同組合法が制定せられ同法による信用組合となる  

昭和27年2月 信用金庫法の制定により「幡多信用金庫」となる　　　　

高知県 四万十市、宿毛市、土佐清水市、須崎市、土佐市、高知市、香美市、香南市、南国市、幡多郡、高岡郡

吾川郡全域

　　主要勘定の状況 （百万円）

総 資 産 出 資 金

160,116 ２５年３月末 200

160,211 ２６年３月末 200

161,411 ２７年３月末 200

　　中小企業等向け貸出 （百万円） （件）

２７年３月末 ２７年３月末

59,693
中小企業等向け
貸出先件数

9,779

（百万円） 　諸比率 （％）

当期純利益 自己資本比率

483 ２５年３月末 20.41

159 ２６年３月末 20.72

214 ２７年３月末 20.23

　　金融再生法開示債権及びその保全状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(百万円、％）

1,739 14.08

（ 保全額 ） ( 522 )

1,985 15.43

（ 保全額 ） ( 1,009 )

1,247 12.03

（ 保全額 ） ( 520 )

※　ご利用に当たっては、｢ご利用に当たっての留意事項｣を参照願います。

( 6,984 ) ( 3,476 ) ( 2,988 )

２７年３月末 8,482 3,476 3,758 62,046 70,529

73,759

( 10,155 ) ( 5,376 ) ( 3,769 )

( 9,899 ) ( 5,800 ) ( 3,575 )

２６年３月末 11,380 5,376 4,017 62,379

２５年３月末 11,402 5,800 3,862 69,573 80,975

不良債権
合計（Ａ）

正常債権（Ｂ） 合　計（Ｃ）
（Ａ）＋（Ｂ）

（Ａ）／（Ｃ）
破産更生債権及
びこれらに準ずる
債権

危険債権 要管理債権

２６年３月末 805 121 51.08 0.50

２７年３月末 673 138 48.64 0.41

業務純益 経常利益 預貸率 ROA

２５年３月末 1,013 700 56.15 0.63

中小企業等向け
貸出金残高

69,117 64,992 10,371 10,055

　  損益の状況

２７年３月末 34,411 69,855 143,615 15,443

２５年３月末 ２６年３月末 ２５年３月末 ２６年３月末

２５年３月末 29,289 80,656 143,628 14,720

２６年３月末 27,832 73,044 142,984 14,723

役職員数 162 会　員　数 9,911 店　舗　数 15

有価証券 貸 出 金 預　 　金 純 資 産

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ｱﾄﾞﾚｽ http://www.shinkin.co.jp/hatashin/

沿　　　革

事業地区

備　　　考

金融機関コード番号 1880

金融機関名 幡多信用金庫 電話番号 0880-34-2121

郵便番号 787-0021  本店所在地 高知県四万十市中村京町１－１７


